


令和8年4月施行 物流効率化法 での規制的措置

中長期的な計画の作成、定期報告

（義務・一定規模以上の物流事業者）

物流統括管理者の選任 (義務・一定規模以上の荷主)
★保有車両台数150台以上の運送事業者は、特定貨物自動車運送事業者に指定

・物流効率化実現のために、中⾧期的な計画(計画書)を毎年度提出することが義

務付けられています(計画内容に変更がない場合は5年に1度提出)。

・指定を受けた翌年度以降は、定期報告として毎年度実施状況を報告する義務が

あります。

★取扱貨物の重量が9万トン以上の荷主は特定荷主として指定

・中⾧期的な計画の作成、定期報告の義務に加え、物流統括管理者の選任が義務

付けられます。

★国からの勧告

・一定規模以上の荷主･物流事業者等は、努力義務として課されている措置に関す

る状況が著しく不十分である場合、国から勧告されることがあります。勧告に従

わなかったときはその旨が公表され、さらに正当な理由なく措置をとらなかった

ときは、当該措置をとるべきことを命令されることがあります。

なお、命令に違反したときは100万円以下の罰金が科されます。

トラック適正化二法の段階的施行
令和8年4月施行

①委託回数の制限
★元請となるトラック運送事業者・貨物利用運送事業者は、再委託の回

数を2回以内に制限するよう努力義務が課せられます。

②違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り
★「白トラ」に貨物の運送を委託した荷主等は新たに処罰の対象となり

ます(100万円以下の罰金)。

★「白トラ」への関与が疑われる荷主等は、トラック・物流Gメンによ

る是正指導の対象となります。

今後3年以内（令和10年春頃）に施行されること
①適正原価の遵守義務
★燃料費や人件費、減価償却費、輸送の安全確保のための経費等、事業運営の確保のための費用を的確に反映した「適正原価」を定め、告示します。運送事業者は、自らが引き受

ける貨物の運送に係る運賃・料金が適正原価を下回らないようにしなければなりません。また、運送を委託する場合、利用運送に係る運賃・料金も同様となります。

★適正原価の遵守義務が施行されれば、標準的運賃は廃止されます。

②事業許可の更新制度の導入(5年ごとの更新)
★トラック運送事業の許可について、5年ごとに更新を受けなければ、効力を失います。

法令の規定(輸送の安全確保、社会保険料の納付、適正原価の収受等）が遵守されていないと事業許可の更新がされません。

★更新がどのように行われるのか(電子申請か？書面申請は可能か？更新手数料はいくらか？)など更新制度の詳細は未定です。

しかし、更新制度は3年以内に施行され、2年の経過措置を終えると更新制度の審査が開始します。今後安心して事業が続けられるよう、適正運賃の獲得を実現していただき、胸を

はって許可更新できるよう努めていきましょう。

③健全化措置の実施(努力義務)、運送利用管理規程の作成・運送

利用管理者の選任（義務・一定規模以上の運送事業者に限る）
★多重下請構造の是正にむけた取り組みのため、利用運送を行う際は委託先が運

送に必要な費用の概算額を把握し、荷主が提示する運賃等の額が下回っている場

合は、交渉したい旨を申し出るなど適正化を図ることが努力義務となります。

★前年度の利用運送量100万トン以上の事業者は、運送利用管理規程の作成、運送

利用管理者の選任が義務付けられ、国土交通大臣に届け出る義務があります。

貨物自動車運送事業法の一部改正 での規制的措置

①運送契約時の書面交付の義務
★運送契約を結ぶ際には、運賃及び運送の内容や附帯業務に対する料金などの法

定事項を、書面やデータで確認しあうことが義務付けられています。契約内容を

きちんと形に残しておきましょう（令和8年4月より「真荷主」の定義が変更）。
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②実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務
★荷物がどの会社によって運ばれていて、何次請けとなっているかを分かりやすくす

るため、元請事業者は実運送体制管理簿の作成が義務付けられています。また、利用

運送を行う事業者は委託先の事業者へ「下請情報」の通知を、実運送事業者は元請事

業者へ「実運送事業者情報」の通知を行う義務があります(令和8年4月より元請の貨

物利用運送事業者に対しても実運送体制管理簿の作成義務付け）。
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トラック適正化二法（坂本新法）とは？

物流改正法とは？

ピンクの文字は義務！

取り組まな罰則があるで！

青の文字は努力義務！

罰則はないけど事業の

適正化のために取り組んでいこな！

違法な「白トラ」の情報は

トラック･物流GメンやGメン調査員に提供してや！
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